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【公表番号】特表2009-537527(P2009-537527A)
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【出願番号】特願2009-510995(P2009-510995)
【国際特許分類】
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【ＦＩ】
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   Ａ６１Ｑ  17/02    　　　　
   Ａ６１Ｑ  19/00    　　　　
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【手続補正書】
【提出日】平成22年5月10日(2010.5.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基剤中に少なくとも１種のパーソナルケア有効成分を有効量含むパーソナルケア組成物
であって、前記基剤が、ポリトリメチレンエーテルグリコールを、前記基剤の重量を基準
として約０．１～１００重量％含む、パーソナルケア組成物。
【請求項２】
　ゲルであって、前記ゲルの総重量を基準として、水を少なくとも約１０重量％と、ポリ
トリメチレンエーテルグリコールを約１０～約９０重量％とを含み、前記ポリトリメチレ
ンエーテルグリコールの数平均分子量が約１０００未満であり、前記ポリトリメチレング
リコールの繰り返し単位の少なくとも９０％がトリメチレンエーテル単位である、ゲル。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１７３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１７３】
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　次に、本発明の好ましい態様を示す。
1.　基剤中に少なくとも１種のパーソナルケア有効成分を有効量含むパーソナルケア組成
物であって、前記基剤が、ポリトリメチレンエーテルグリコールを、前記基剤の重量を基
準として約０．１～１００重量％含む、パーソナルケア組成物。
2.　前記基剤が、溶媒と、ポリトリメチレンエーテルグリコールを前記組成物の重量を基
準として約０．１～約９９重量％とを含む、上記１に記載のパーソナルケア組成物。
3.　前記溶媒が、主要量の水を含む、上記２に記載のパーソナルケア組成物。
4.　前記溶媒が、主要量の有機溶媒を含む、上記２に記載のパーソナルケア組成物。
5.　溶液である、上記１～４のいずれか一項に記載のパーソナルケア組成物。
6.　前記溶液が、ポリトリメチレンエーテルグリコールを、前記組成物を基準として約０
．１～約１０重量％含む、上記５に記載のパーソナルケア組成物。
7.　防臭剤、制汗剤、昆虫忌避剤、シャンプー、ヘアコンディショナー、サンケア製品、
シャワージェル、石鹸、整髪用組成物、フケ防止用組成物、育毛促進剤組成物、染毛剤組
成物、毛髪脱色剤組成物、毛髪うねり矯正剤組成物、縮毛矯正剤組成物、ヒゲ剃り剤組成
物、および皮膚洗浄用組成物からなる群から選択される、上記５または６に記載のパーソ
ナルケア組成物。
8.　エマルジョンである、上記１～４のいずれか一項に記載のパーソナルケア組成物。
9.　パーソナルケア有効成分、水、およびポリトリメチレンエーテルグリコールを含む水
中油型エマルジョンであり、前記ポリトリメチレンエーテルグリコールが水溶性または水
分散性である場合は、前記エマルジョンが油をさらに含む、上記８に記載のパーソナルケ
ア組成物。
10.　ポリトリメチレンエーテルグリコールを、前記組成物の重量を基準として約０．１
～約２０重量％含む、上記９に記載のパーソナルケア組成物。
11.　スキンケア製品、皮膚保湿剤、化粧料、防臭剤、制汗剤、昆虫忌避剤、麻酔剤、薬
効剤、ヘアコンディショナー、サンケア製品、石鹸、フケ防止用組成物、育毛促進剤組成
物、染毛剤組成物、毛髪脱色剤組成物、毛髪うねり矯正剤組成物、縮毛矯正剤組成物、お
よびヒゲ剃り剤組成物からなる群から選択される、上記８または９に記載のパーソナルケ
ア組成物。
12.　パーソナルケア有効成分、水、およびポリトリメチレンエーテルグリコールを含む
油中水型エマルジョンであり、前記ポリトリメチレンエーテルグリコールが水溶性または
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水分散性である場合は、前記エマルジョンが油をさらに含む、上記８に記載のパーソナル
ケア組成物。
13.　ポリトリメチレンエーテルグリコールを、前記組成物の重量を基準として約０．１
～約２０重量％含む、上記１２に記載のパーソナルケア組成物。
14.　スキンケア製品、化粧料、制汗剤、ヘアコンディショナー、サンケア製品、石鹸、
フケ防止用組成物、育毛促進剤組成物、毛髪脱色剤組成物、ヒゲ剃り剤組成物、および皮
膚洗浄用組成物からなる群から選択される、上記１２または１３に記載のパーソナルケア
組成物。
15.　ポリトリメチレンエーテルグリコールを前記パーソナルケア組成物の重量を基準と
して約０．１～約９９重量％含む基剤中に少なくとも１種の固体パーソナルケア有効成分
を有効量含む懸濁液である、上記１～４のいずれか一項に記載のパーソナルケア組成物。
16.　ゲルである、上記１～４のいずれか一項に記載のパーソナルケア組成物。
17.　基剤中に少なくとも１種のパーソナルケア有効成分を有効量含み、前記基剤が、ゲ
ル化剤と、ポリトリメチレンエーテルグリコールを前記組成物の重量を基準として約０．
１～約９９重量％とを含むゲルである、上記１６に記載のパーソナルケア組成物。
18.　スキンケア製品、化粧料、練り歯磨き剤、防臭剤、制汗剤、昆虫忌避剤、麻酔剤、
シャンプー、ヘアコンディショナー、サンケア製品、シャワージェル、石鹸、整髪用ジェ
ル、フケ防止用組成物、育毛促進剤組成物、染毛剤組成物、毛髪脱色剤組成物、毛髪うね
り矯正剤組成物、縮毛矯正剤組成物、ヒゲ剃り剤組成物、潤滑ゲル組成物、殺精子ゲル組
成物、および皮膚洗浄用組成物からなる群から選択される、上記１６または１７に記載の
パーソナルケア組成物。
19.　２５℃以下において固体または半固体であり、パーソナルケア成分を有効量と、固
化剤と、ポリトリメチレンエーテルグリコールを前記パーソナルケア組成物の重量を基準
として約０．１～約９９重量％とを含む、上記１～４のいずれか一項に記載のパーソナル
ケア組成物。
20.　棒状口紅、制汗剤／防臭剤、皮膚保湿剤、化粧料、昆虫忌避剤、サンケア製品、石
鹸および他の皮膚洗浄用組成物、皮膚殺菌剤、ヒゲ剃り剤組成物、皮膚洗浄用組成物、な
らびに麻酔剤からなる群から選択される、上記１９に記載のパーソナルケア組成物。
21.　ゲルであって、前記ゲルの総重量を基準として、水を少なくとも約１０重量％と、
ポリトリメチレンエーテルグリコールを約１０～約９０重量％とを含み、前記ポリトリメ
チレンエーテルグリコールの数平均分子量が約１０００未満であり、前記ポリトリメチレ
ングリコールの繰り返し単位の少なくとも９０％がトリメチレンエーテル単位である、ゲ
ル。
22.　パーソナルケア有効成分をさらに含む、上記２１に記載のゲル。
23.　ポリトリメチレンエーテルグリコール以外のゲル化剤を含まない、上記２１または
２２に記載のゲル。
24.　約２５℃以下において非流動性である、上記２１～２３のいずれか一項に記載のゲ
ル。
25.　約３５℃以上において流動性を有する液体である、上記２１～２４のいずれか一項
に記載のゲル。
26.　人間または動物の皮膚に接触すると液体になる、上記２１～２５のいずれか一項に
記載のゲル。
27.　スキンケア製品、化粧料、練り歯磨き剤、防臭剤、制汗剤、昆虫忌避剤、麻酔剤、
薬効剤、シャンプー、ヘアコンディショナー、サンケア製品、シャワージェル、石鹸、整
髪用ジェル、フケ防止用組成物、育毛促進剤組成物、染毛剤組成物、毛髪脱色剤組成物、
毛髪うねり矯正剤組成物、縮毛矯正剤組成物、ヒゲ剃り剤組成物、潤滑ゲル組成物、殺精
子ゲル組成物、および皮膚洗浄用組成物からなる群から選択される、上記２１～２６のい
ずれか一項に記載のゲル。
28.　前記ポリトリメチレンエーテルグリコールが、主として生物学的に誘導されたモノ
マーから製造される、上記１～２０のいずれか一項もしくはその組合せに記載のパーソナ
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ルケア組成物または上記２１～２７のいずれか一項もしくはその組合せに記載のゲル。
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